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一
旦
、
給
水
停
止
に
な
る
と
、

滞
納
額
を
全
額
納
付
さ
れ
な
い
と

再
開
し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
納
付
が
な
い
場
合
は
、

法
的
手
続
き
に
よ
る
財
産
の
差
し

押
さ
え
等
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
給
水
停
止
に
よ
り
損

害
が
生
じ
て
も
、
一
切
責
任
は
負

い
ま
せ
ん
。

　

給
水
停
止
は
お
客
さ
ま
の
生
活

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

必
ず
納
期
限
ま
で
に
お
支
払
い
い

　

上
下
水
道
料
金
の
滞
納
額
は
、依
然
と
し
て
多
額
で
す
。

　

滞
納
は
、正
し
く
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
多
く
の
方
々
に
対
し

て
不
公
平
で
す
。

　

督
促
状
や
催
告
書
、ま
た
は
電
話
に
よ
る
催
告
を
行
っ
て
も
、納

付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
、給
水
停
止
を
徹
底
し
ま
す
。

た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

特
別
な
理
由
が
あ
り
、
納
期
限

ま
で
の
納
入
が
困
難
な
方
は
、
納

期
限
が
過
ぎ
る
前
に
水
道
お
客
さ

ま
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
限
り
、
納

付
誓
約
に
よ
っ
て
給
水
停
止
を
猶

予
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
入
院
等
で
長
期
間
ご
不

在
に
な
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
必

ず
水
道
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
部
管
理
課

　

水
道
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　
（
庁
舎
3
階
）
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※

上
下
水
道
料
金
の
納
付
は
、

　

確
実
で
便
利
な
口
座
振
替

　

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
料
金
の
滞
納
者
に

給
水
停
止
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徹
底
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ま
す
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上
下
水
道
料
金
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滞
納
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給
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止
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ま
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公
平
性
を
保
つ
た
め
に

▲給水停止処置の様子

　8月1日から、やしろショッピングパークBio2階、
暮らしの相談コーナー内で業務を開始します。 ■申込方法

　　受験申込書に必要事項を記入のうえ、持参
　または郵送で総務部総務課まで提出してくだ
　さい。
　※募集要項・受験申込書は総務部総務課にあ
　　るほか、市ホームページ内『職員採用試験情
　　報』からもダウンロードできます。（ダウンロ
　　ードできるファイル形式はＰＤＦです。Ａ4サ
　　イズにプリントしてご使用ください）
■受付期間
　持参する場合　8月5日（水）～18日（火）
　　　　　　　　
　郵送する場合　8月5日（水）～14日（金）     　　　
　　　　　　　　※最終日の消印有効
■試験日
　・1次試験　9月20日（日）
　・2次試験  10月下旬　・3次試験　11月上旬 
申し込み・問い合わせ
　〒673-1493　加東市社50番地
　総務部総務課（庁舎4階）　☎43-0412 

一般事務職（新卒）

募集人数　1人
受験資格　昭和51年4月2日以降に出生し、保健師免
　許を有している方、または平成28年4月1日に取得
　が確実な方 

保 健 師 師

共 通 事 項共 通 事 項

募集人数　2人程度
受験資格　昭和56年4月2日から昭和61年4月1日まで
　に出生し、民間企業等における正規の職務経験が5
　年以上ある方

一般事務職（職（民間企業等職務経験者）者）

募集人数　1人程度
受験資格　平成6年4月2日以降に出生し、学校教育
　法に基づく高等学校を卒業または平成28年3月に
　卒業見込みの方

一般事務職（職（高等学校卒） 卒） 

募集人数　1人程度
受験資格　昭和56年4月2日から平成6年4月1日まで
　に出生し、加東市へのＵターン就職・Ｉターン就
　職を希望される方（市内在住の方も出願可能です）

一般事務職（職（Ｕ・Ｉターン） ーン） 

一般事務職（新卒）

保 健 師

一般事務職（民間企業等職務経験者）

一般事務職（高等学校卒） 

一般事務職（Ｕ・Ｉターン） 

加東市職員を募集します 加東市職員を募集します 平成 28 年度採用平成 28 年度採用加東市職員を募集します 加東市職員を募集します 平成 28 年度採用平成 28 年度採用加東市職員を募集します 平成 28 年度採用

にに

務を開始します。

業務時間 9時～18時
休 業 日 日曜、月曜、祝日、

第2土曜、年末年始

　『加東、住んでみたらこんなとこ！』をテーマ
に、加東市在住の外国人の方々によるスピーチ
を聞いたり、楽しくお話し
したりしませんか。
　中国伝統楽器、21弦箏の
演奏もあります。

日　時
　 8 月 4 日（火）
　18時30分～20時30分
場　所
　やしろショッピングパークBio 2 階
　多目的ホール
参加費　無料　※当日申込も可能です。　

申し込み・問い合わせ
　ＮＰＯ法人加東市国際交流協会　☎42-6633

演奏家
徐 慧偉（ジョ ケイイ）さん

　4 月～ 7 月の間の児童扶養手当および特別児童
扶養手当の支給日は8月11日（火）です。
　通帳を記帳して、振り込みを確認してください。
問い合わせ　
　福祉部子育て支援課（庁舎1 階）　☎43-0408

児童扶養手当の現況届・
特別児童扶養手当の
所得状況届を提出してください

児童扶養手当の現況届・
特別児童扶養手当の
所得状況届を提出してください

児童扶養手当の現況届・
特別児童扶養手当の
所得状況届を提出してください
　児童扶養手当および特別児童扶養手当を受給し
ている方には、世帯の状況や所得を確認するため、
現況届の提出をお願いしています。
　提出が遅れると、手当の支給を差し止めること
があります。また、提出されなかった場合には、受
給資格がなくなることがあります。
　なお、児童扶養手当の受給資格者で「一部支給適
用除外届（緑色の用紙）」の提出の案内を受け取っ
ておられる方は、現況届と併せてお届けください。
「一部支給適用除外届」の届出がない場合や、届出
が遅れた場合は、支給額が減額されます。必ずご提
出ください。
提出期限
　①児童扶養手当　8月31日（月）
　②特別児童扶養手当　8月21日（金）
提出窓口・問い合わせ
　福祉部子育て支援課（庁舎1 階）　☎43-0408
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児
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当
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ま
だ
提
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し
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い
な
い
方
へ

　

加
東
市
か
ら
の
児
童
手
当
を
平
成
27
年
5
月
以
前
か
ら
受
給
し
て
い

る
方
で
、引
き
続
き
加
東
市
か
ら
受
給
さ
れ
る
方
に
は
、5
月
末
に
現
況

届
提
出
の
ご
案
内
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

※
現
況
届
の
用
紙
は
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
書
の

　

裏
面
に
あ
り
ま
す
。

届
出
窓
口
・
問
い
合
わ
せ　

福
祉
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育
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現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、10
月
期（
6
月
〜
9
月
分
）

の
児
童
手
当
が
振
り
込
め
ま
せ
ん
。ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
方

は
、手
続
き
を
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

平
成
27
年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

平
成
27
年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
等
に
伴
い
、
子
育
て
世
帯
に
対
し
て
、
国
か

ら
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
期
限
ま
で
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
期

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
期

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
期

※
必
着

○
期
限
を
す
ぎ
た
場
合
は
、
給
付
金
を
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

加
東
市
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

加
東
市
か
ら
児
童
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当
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受
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さ
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る
方
へ

加
東
市
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

現
在
、児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
に
は
、5
月
末
に
給
付
金
の
ご

案
内
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

証
明
の
あ
る
給
付
金
の
申
請
書

（
公
務
員
用
）の
交
付
を
受
け
た
方

は
、期
限
ま
で
に
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
子
育
て
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援
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舎
1
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◎
出
生
や
転
入
に
よ
り
、新
た
に
児

　

童
手
当
の
受
給
申
請
を
さ
れ
た

　

方
に
は
、特
例
給
付
金
の
申
請
書

　

を
6
月
末
に
お
送
り
し
て
い
ま

　

す
の
で
、期
限
ま
で
申
請
を
お
願

　

い
し
ま
す
。

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る

公
務
員
の
方
へ


